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令和 3年度 第 2回 尼崎市地域包括支援センター運営部会 会議録 

 

１ 日 時 令和 3年 11月 15日（月）午後 2時～午後 4時 

 

２ 場 所 尼崎市役所 議会棟 3階 西会議室 

 

３ 開 会 

 

４ 議 題 

⑴ 重層的支援体制整備事業について 

 

⑵ 高齢者虐待への対応状況について 

 

⑶ 保健・介護一体事業について 

 

⑷ その他協議事項について 

    ・前回の指摘事項 

 

５ 出席委員等 

⑴ 出席委員    梅谷部会長、朝田委員、岡村委員、奥西委員、北村委員、久保委員、菅原委員、 

髙松委員、並河委員、濱崎委員、前川委員、増井委員、丸本委員、森嶋委員、 

横田委員 

⑵ 欠席委員    佐瀨委員 

⑶ 市 職 員   福祉部長、介護保険事業担当課長、高齢介護課長、福祉課長、 

北部福祉相談支援課長、包括支援担当課長、事務局職員 6名 

⑷ 傍 聴 者   6名 
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６ 議事等 

事務局 

 地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営部会 

 開会の挨拶 

 出席状況の報告及び資料の説明 

部会長 
それでは、議題に沿って進めたいと思います。 

（１）重層的支援体制整備事業についての説明をお願いします。 

事務局 （１）重層的支援体制整備事業について説明 

部会長 
 説明は終わりました。それでは、ご質問、ご意見などがありましたらどうぞお願い

します。 

委員 
 ｱｳﾄﾘｰﾁについて質問です。一番最初に声掛けをしていくのは、地域包括支援ｾﾝﾀｰ

の役割となるのでしょうか。 

事務局 

実際に課題を把握するのは、それぞれの窓口かと思います。ただ、地域包括支援ｾ

ﾝﾀｰが、本人が支援を拒否しているところに何回も訪問していくことは非常に難しい

ことだと思われます。そのためのｱｳﾄﾘｰﾁをするための体制整備の為に人員確保も考え

ています。 

委員 
ごみ屋敷に課題のある対象者などは、支援してほしくないと言われる方が多いで

す。具体的な事業のｲﾒｰｼﾞが難しいです。 

事務局 

先行自治体の事例では、すぐに信頼関係ができて支援していくのではなく、何回か

訪問し、人間関係を築いていき、相手の言い分を少しずつ理解しながら進めていくｲ

ﾒｰｼﾞです。その為、ごみ屋敷の課題がすぐ解消するということではなく、長期的に信

頼関係を築いてくことを主眼に置かなければいけないと思います。 

委員 
信頼関係を築くというのは、口で言うのは簡単であるが、なかなか難しいことだと

思います。 

事務局 

先行自治体の事例では、対象者との間に民生児童委員がｷｰﾏﾝとなり、支援を手伝っ

てもらったり、8050 問題では、親への支援に地域包括支援ｾﾝﾀｰがｱｳﾄﾘｰﾁしている事

例があります。そのため、ひとつの機関が支援していくのではなく、複数の機関が集

まり、検討を重ねながら進めていくことが大切だと思われます。 

委員 
 私の経験でもありますが、認知症のある対象者にとって、本人にとってｷｰﾏﾝとなる

人物が一言いうだけで、支援が円滑に進むこともあると思います。 

部会長  人員的な部分と連携がこれから当該事業を始めるにあたって重要な要素と思われ
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ます。 

委員 

2 点確認したいと思います。ひとつめは、困難ｹｰｽについて、専門職が困っている

複雑なｹｰｽを、これまでは、様々な機関に繋げていったものを、一つの機関で解決し

ていくものでしょうか。 

ふたつめについて、ｱｳﾄﾘｰﾁに関しては、拒否をしている支援の狭間にある対象者で

はなく、支援者がおらず、地域の中で潜在化しているｹｰｽに対しｱｳﾄﾘｰﾁしていくもの

でしょうか。 

事務局 

地域福祉計画の評価の中で、今後、関係機関が連携しやすくなったかを検証するた

め、ｱﾝｹｰﾄ調査をする予定です。すべての事業所にｱﾝｹｰﾄをするのではなく、地域包括

支援ｾﾝﾀｰや民生児童委員など地域の中で相談窓口を担っている機関を中心にｱﾝｹｰﾄを

行いたいと考えています。当該事業により連携がしやすくなると考えています。 

ｱｳﾄﾘｰﾁについては、いまのところ、体制的な部分を含めて、内部で調整中です。基

本的には、既存の相談支援機関が活動することが前提ですが、それ以外で対応しきれ

ないものについて、ｱｳﾄﾘｰﾁを実施していくものです。その為、相談支援機関は、従来

通りの支援業務は、引き続き取り組んでいただきたいと思います。 

先ほど委員より話がありました、本人が声をあげることが出来ない対象者をどのよ

うに把握するかについては、周りからみて支援が必要と考える対象者については、民

生児童委員や地域の支援者から意見をいただく中で、ｱｳﾄﾘｰﾁをしていくのか検討して

いるところです。ただ、ｹｰｽによって、ｱｳﾄﾘｰﾁとするのか、対象者の状態に応じた関

係機関に協力してもらい情報把握をしていくのか、整理をする必要があると思いま

す。 

委員 

声をあげられない方に対してのｱｳﾄﾘｰﾁは良い取組だと思います。質問ですが、包括

化推進員や基幹包括化推進員とはどのような役割のものでしょうか。また、設置場所

ですが、市に設置するものでしょうか。それとも地域包括支援ｾﾝﾀｰに委嘱や委託をす

るのでしょうか。 

ほか、地域ｹｱ会議と重層的支援体制整備事業支援会議とは意味合いが違うものなの

でしょうか。 

事務局 

ｴﾘｱﾏﾈｼﾞｬｰ、包括化推進員、基幹包括化推進員については、市の職員を前提に構築

していこうと考えています。これまで庁内の分野ごとに支援の情報を共有できていな

いことで、地域の支援者の方にご迷惑をかけていることもあったかと思いますので、
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まず庁内での連携をしていこうと考えています。 

地域ｹｱ会議の違いは、役割について大きな違いはありません。相違点としては、高

齢者分野の機関だけではなく、他分野の機関にも参画してもらうなど、既存の地域ｹ

ｱ会議と比べ支援者の範囲を広げていくようなｲﾒｰｼﾞです。ただ、全ての事案を重層的

支援体制整備事業支援会議で解決するのではなく、各団体の会議体の中で、解決でき

るものは解決してもらい、出来ないものを支援会議にあげてもらうようにしていきま

す。 

委員 
地域包括支援ｾﾝﾀｰとしても苦慮しているごみ屋敷の案件等を地域包括支援ｾﾝﾀｰだ

けで抱え込まず、様々な機関と一緒に対応していくことが出来ると期待しています。 

委員 支援の期間については、永続的に続くものでしょうか。 

事務局 

関与していく場合にしても、色々な課題をかかえている事案の場合、年齢に応じて、

支援機関も変わってくることもありますので、ひとつの機関が中心にやるものではな

く、様々な機関が少しずつ分担しながら関わり続けていくものです。 

委員 

質問ではないですが、先月、ごみ屋敷の課題のある方の事案がありました。支援の

際に、誰がごみを処分していくのかという話になり、安い有償のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは色々あり

ますが、本当にお金がない場合は、ｻｰﾋﾞｽ事業所にお願いしたり、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが直接掃

除をしていたりしています。あとで、このような支援でよかったのか悩むこともあり

ます。また、多頭飼育も同じようなことがあると思います。重層的支援体制整備事業

支援会議で協議する場合は、実際に支援している支援者目線でも物事を考えていただ

きたいです。 

事務局 

多機関協働事業については、市本庁内に配置を検討しています。既存の制度の中で

解決できない事例については、新たに施策化を検討することも当該事業の役割だと思

います。 

部会長 

情報共有の守秘義務について意見します。重層的支援体制整備事業支援会議にあが

ってきた内容については、社会福祉法第 106条の 6において、守秘義務が課せられ、

支援に同意しない事例でも検討できると書いてあります。 

支援会議にあげる段階において、情報共有は可能になるのか、または、本人から拒

否がある事例の場合でも重層的支援体制整備事業支援会議にあげていいのか、今後課

題になる可能性があると思いますので、次年度に向けて検討していただきたいです。 

当該事業は、声をあげられない方などに対し、ｱｳﾄﾘｰﾁを行っていく、さらには、複
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合的な課題についても支援していくということは、現在の社会情勢や本市の情勢を考

えても、非常に重要な事業といえます。次年度から開始予定ということでありますが、

なかなか新しい仕組みを構築することは、事務局も大変だと思います。市民のために

も重要なことでもありますので、是非ともいいものを構築していくようお願い致しま

す。 

また、なかなか解決できないことを事業化していく、個別ｹｰｽから地域づくりや制

度づくりをしていくことは重要な考え方ですので、そのような意識を持って運用して

いただきたいと思います。 

部会長 
他に質問などがなければ、この議題については、これで終了します。 

（２）「高齢者虐待への対応状況について」の説明をお願いします。 

事務局 （２）「高齢者虐待への対応状況について」説明 

部会長 

通報数に関しては、令和元年度と令和 2年度を比べ 42件程度大幅に減っているが、

夫婦喧嘩や家族ﾄﾗﾌﾞﾙについては、対象外と説明がありました。虐待有無の判断につ

いては、複数人で行っているのでしょうか。 

事務局 判断に関しては、包括支援担当内で共有し、複数人で判断させてもらっています。 

部会長 
判断を見誤らないように、複数人で判断するようにしてください。また必要に応じ、

権利擁護への支援に繋げていってほしいと思います。 

委員 

相談通報者について確認したいです。相談通報者がその他の項目に 4件とあります

が、どのような方からの通報でしょうか。 

要支援の被虐待者が増加しているとあります。比較的自立されている方の場合だと

思いますが、具体的にはどのような虐待でしょうか。また、ｺﾛﾅ禍に起因するもので

しょうか。 

分離とならなかった支援について、虐待者が子の場合などは、子への支援が行き届

き分離とならなかったとありますが、どのような支援内容ですか。 

令和 2 年に高齢者虐待ﾏﾆｭｱﾙを作成し、研修を行うと聞いております。今後、どの

ような予定でしょうか。 

事務局 

相談通報者のその他の項目の詳細を把握していないことから、即答は出来ません。

申し訳ございません。 

虐待の内容に関しては、外で過ごされている時間が多かった方がｺﾛﾅ禍により、在

宅で過ごす時間が多くなり、家族との生活時間が増えｽﾄﾚｽを抱え、虐待となる事案も
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一定数あったと思います。 

子への支援に関してですが、しごとくらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰの支援では、長期間仕事をし

ていなかった子に対し、いきなり仕事を促すのではなく、仕事を始めるにあたり、履

歴書をどのように書くのかといった就労支援に繋げたりします。また、地域保健課の

場合では、病院への初回受診に繋げ、入院や定期通院となり、被虐待者との分離まで

至らなかった事例もありました。  

高齢者虐待ﾏﾆｭｱﾙの研修については、地域包括支援ｾﾝﾀｰ主催の CM交流会などでの研

修を随時行い高齢者虐待の対応についての周知・啓発をしています。全市的な開催で

はありませんが、地域ごとに実施しています。 

部会長 

自立度が高い人は、令和 2 年度においては、ｺﾛﾅ禍の影響のためか、虐待の件数が

増えていったと説明がありました。本年度はどのような傾向があったのか教えていた

だきたいです。今後もｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染状況は不透明でもありますので、虐待を早期発

見していくためにも、市内の傾向を把握することは大事なことだと思います。 

事務局 

 令和 2年度頃から 8050問題の事案が多くなっています。身体的・心理的暴力も多

いですが、ｺﾛﾅ禍により、子が仕事を失って、親と同居することになり、経済的虐待

へと繋がった事案もみられました。そのほかｱﾙｺｰﾙ依存症の事案など複合的な事案が

増えています。 

部会長 

研修も随時行われていますが、最新の虐待情報を共有することは、早期に虐待発見

することにおいても必要なことであるので、研修の中においても、最新情報を提供し

ていただきたいと思います。 

委員 
虐待の対応判断について、対応継続と終結とありますが、虐待の終結判断はどのよ

うなものでしょうか。また、虐待の再発はありますか。 

事務局 

虐待事案については、今後どのようにするか支援者間で共有しながら定期的にﾓﾆﾀ

ﾘｸﾞをしています。半年間、問題行動がなければ終結していきますが、虐待対応を終

えても、支援者支援として継続対応していきます。また、継続対応の中で、虐待の再

発が確認されれば、再度介入していく事例もあります。 

委員 
虐待の数値について確認したいです。各圏域について、どのような傾向があるか調

べていますか。虐待予防の観点からもひとつの目安になると思われます。 

事務局 
詳細な集計は取れていませんが、地域特性はあると思います。例えば、小田地区の

場合では、8050問題が多いです。ほか武庫地区の場合は、子に精神疾患があり、ﾈｸﾞ
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ﾚｸﾄや身体的暴力等が多いです。南部地区では、ｾﾙﾌﾈｸﾞﾚｸﾄやごみ屋敷などの事例がよ

くみられます。 

委員 

 今後、重層的支援体制を始めるにあたっても、圏域的な特性を捉えることも重要な

ことだと思います。どのような通報があるかｼﾐｭﾚｰｼｮﾝするためにも、踏み込んだ資料

を作成されると良いかと思います。 

委員 

虐待対応について、介護ｻｰﾋﾞｽの事業者は大きな役割があり、社会福祉法人として

も積極的に考えていかなければなりません。現状のｺﾛﾅ禍で考えていくと、虐待時に

緊急一時保護で特別養護老人ﾎｰﾑを利用することになると、ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染ﾘｽｸの観点か

ら、判断を悩まされることが多いです。PCR検査をすぐにできるような体制を考えて

貰うことや、ﾜｸﾁﾝ接種においても積極的な市からのﾌｫﾛｰあれば、事業所としても支援

がしやすいと思います。 

事務局 

 尼崎市では、ｺﾛﾅｳｲﾙｽのﾋﾟｰｸは、第 4 波でしたが、その際に陽性になられた高齢者

が多かったです。第 5波では、高齢者のﾜｸﾁﾝ接種が済んでおり、高齢者を養護してい

る子が感染することがありました。これまでのｺﾛﾅ禍で経験したことを踏まえて今後

検討していきたいと思います。 

委員 

虐待の中身が集計の項目が多数あり、実態がわかりにくい部分があります。国の集

計様式であると思いますが、実際の虐待を把握するには、現実に生じている個別事例

を提示することで、活発な議論が出来ると思います。 

事務局 
委員の発言のとおり、数字項目だけでは、分かりにくいところもありますので、次

年度の報告ついては、検討させていただきたいと思います。 

部会長 
個別事例については、個人情報に配慮して作成して頂きたいです。また、数字の見

せ方など現状を把握しやすい資料を検討していただきたいと思います。 

委員 

質問ではありません。虐待通報については、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰの通報が多いと思いますが、

私のこれまでの経験から、几帳面で、潔癖症の介護者は虐待と疑われてしまうことが

よくあります。支援していく中で、養護者として心に傷を受けることもあり、ｹｱﾏﾈｼﾞ

ｬｰが訪問することで、監視されているように思われることもあるようです。そのよう

な養護者支援についても配慮していただきたいです。 

部会長 

埼玉県では、日本で最初のｹｱﾗｰ支援条例があるそうです。虐待においては、当然な

がら虐待を受けている本人の人権を守り、早期に対応することが最優先課題です。併

せて、現時点でもされていると思いますが、介護者への支援に関しても、注意をしな
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がら支援をしていただきたいです。 

事務局 
養護者への支援も高齢者虐待防止法の規定するところですので、引き続き適切な対

応を実施していきます。 

部会長 
他に質問などがなければ、この議題については、これで終了します。 

（３）「保健・介護一体事業について」の説明をお願いします。 

事務局 （３）「保健・介護一体事業について」説明 

部会長 
説明は終わりました。それでは、ご質問、ご意見などがありましたらどうぞお願い

します。 

委員 健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ（個人記入用）は、どの時点で本人へ渡すのでしょうか。 

事務局 

高齢者ふれあいｻﾛﾝの参加者に、代表者から参加者へ渡して回答してもらい、その

後、回収し市に提供してもらっています。ﾍﾟｰｽは、半年に1回程度です。ほかにいき

いき百歳体操で参加されていれば回収できますが、どちらにも参加されていない方

は、ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁで個別に介入していきます。 

委員 ひとつの提案ですが、当院でも健康ﾁｪｯｸｼｰﾄを設置することは可能です。 

事務局 

ありがとうございます。いきいき百歳体操や高齢者ふれあいｻﾛﾝに参加されている

方は、元々社会参加したい方だと思います。私たちの考えている対象者は、家に閉じ

こもりがちな方を対象と考えていますので、どのように支援していくか、随時検討し

ていきます。今後ともご協力をお願いします 

部会長 
ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁを概ね計画通り実施中と記載がありますが、どのような進行状況

ですか。 

事務局 

いきいき百歳体操のｸﾞﾙｰﾌﾟは、現在 156 ｸﾞﾙｰﾌﾟあります。そのうち 121 ｸﾞﾙｰﾌﾟは、

上半期中に質問状を送付し介入しています。下半期中には、全てのｸﾞﾙｰﾌﾟに介入して

いく予定です。 

部会長 
 計画通りと記載がありますが、今後は、そのような表現をする際は、具体的な数値

も併記していただけるとわかりやすいです。 

委員 

 健康ﾁｪｯｸｼｰﾄについてです。後半少し内容が逸れるかもしれませんが、発言させて

いただきます。先日、地域包括支援ｾﾝﾀｰと訪問した内容です。通院に車椅子を利用さ

れている方で、ｱﾌﾟﾛｰﾁをしている方が、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなどを案内するが、なかなか経済的

なｺｽﾄ面で断る方がいます。そのような方は、自宅にこもりがちで、なかなか支援が

難しい部分があります。ﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽ体験のもう少し簡単に使えるようなものがあれば促
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しやすいと思います。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽを本格的に利用する前に簡単に体験できるｻｰﾋﾞｽを利

用し、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽの利用に繋がることで、結果的に健康状態の把握にも繋がっていくと

思います。 

委員 

 薬局の立場から発言しますが、健康ﾁｪｯｸｼｰﾄを置くことは、私の薬局でも可能です。

また、健康ﾁｪｯｸｼｰﾄは、持ちかえりで終わるのではなく、お薬手帳のように経年変化

を本人が確認出来るものであると良いかと思われます。 

委員 

介護予防事業についてです。10 年前に市民検診で要検査となった方に対して、健

康増進課が予防事業を展開し介入していったかと思いますが、3％しか参加されなか

ったと思います。過去に比べると、現在は、いきいき百歳体操や口の健康を守る事業

もされており、いい事業をしていると思いますが、男性や独居の方が一番予防に繋げ

なければならない対象者であると思います。今後、ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁを進めていくうえで、

人材不足と聞きましたが、人材を確保して、予防事業を是非頑張っていただきたいで

す。 

部会長 

現状、ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁの対象者 700 名中の内、160 名のみしか実施できていない状況

です。ｺﾛﾅ禍の状況のなか医療専門職の確保は難しいと思われますが、人材の確保を

行い、この計画を推進してほしいです。また、高齢者ふれあいｻﾛﾝやいきいき百歳体

操に参加出来ていない対象者に対し、様々な関係機関と連携し、ﾁｪｯｸしていく方法も

あると思いますので、前向きに検討していただきたいです。 

部会長 
他に質問などがなければ、この議題については、これで終了します。 

（４）「その他」の説明をお願いします。 

 

前回の指摘事項についての進捗を説明させていただきます。 

BCP（Business Continuity Plan）の取組についてです。BCP の策定は、地域包括

支援ｾﾝﾀｰだけでなく、地域の居宅介護支援事業所も頭を悩まされているところです。

こうした中、一部の地域包括支援ｾﾝﾀｰでは、地域の居宅介護支援事業所と一緒に BCP

を策定していこうという取組を始められています。災害時には個別の事業所の業務継

続も大切ですが、地域の連携も重用となってきますので、こうした取り組みは非常に

ありがたいと思っております。行政としても、地域包括支援ｾﾝﾀｰとしての BCPは共に

考えながら、取り組みを見守っていきたいと思っております。 

次に文章量削減についてです。文書量の削減や、業務の効率化を図るため、新ｼｽﾃ

ﾑ導入に伴い、「認知症に係る支援対象者情報提供書」の対応ﾌﾛｰを改変しました。具
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体的には、これまで認知症の経過記録のやり取りは全て書面で報告を頂いていました

が、経過が容易に閲覧できるようになったことから、重要なものを除き、書面でのや

りとりは、原則廃止とするなど、ｾﾝﾀｰの業務負担の軽減を図っています。 

最後に新ｼｽﾃﾑの請求業務時の稼働遅延についてです。導入当初はｼｽﾃﾑに負荷がかか

り、ｻｰﾊﾞｰがﾀﾞｳﾝしてしまうといったこともありましたが、その後、ﾍﾞﾝﾀﾞｰとｼｽﾃﾑ負

荷の見直しを行い、現在は特段大きな問題もなく運用できています。 

事務局 
説明は終わりました。それでは、ご質問、ご意見などがありましたらどうぞお願い

します。 

部会長 
 特に無いようですので、本日の議題については、これで終了いたします。事務局か

ら連絡事項をお願いします。 

事務局 
 令和 3年度 第 3回 地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営部会は、次第に記載のとおり開催したい

と考えております。来年も引き続き宜しくお願いします。 

部会長 
 これをもちまして、令和 3年度 第 2回地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営部会を閉会したいと

思います。本日はどうもありがとうございました。 

 


